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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の

支払基準

平成１３年 告示第１号
金
国土

融
交通

庁
省

第１ 総則

１ 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令（昭和

３０年政令第２８６号）第２条並びに別表第１及び別表第２に定める保険金額を限度

としてこの基準によるものとする。

２ 保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者１人につき、自動車損害賠償保障法施

行令第２条並びに別表第１及び別表第２に定める額とする。ただし、複数の自動車に

よる事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合

算した額を限度とする。

第２ 傷害による損害

傷害による損害は、積極損害（治療関係費、文書料その他の費用）、休業損害及び慰

謝料とする。

１ 積極損害

(１) 治療関係費

① 応急手当費

応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

② 診察料

初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

③ 入院料

入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実

費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記

以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。

④ 投薬料、手術料、処置料等

治療のために必要かつ妥当な実費とする。

⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費

通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。

⑥ 看護料

ア 入院中の看護料

原則として１２歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に１日につき４，
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１００円とする。

イ 自宅看護料又は通院看護料

医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、１２歳以下

の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。

(ア) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者

立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。

(イ) 近親者等

１日につき２，０５０円とする。

ウ 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ(イ)の額を超える

ことが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

⑦ 諸雑費

療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した

栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。

ア 入院中の諸雑費

入院１日につき１，１００円とする。立証資料等により１日につき１，１０

０円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

イ 通院又は自宅療養中の諸雑費

必要かつ妥当な実費とする。

⑧ 柔道整復等の費用

免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が

行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

⑨ 義肢等の費用

ア 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、

歯科補てつ、義眼、眼鏡（コンタクトレンズを含む。）、補聴器、松葉杖等の

用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。

イ アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達

を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。

ウ ア及びイの場合の眼鏡（コンタクトレンズを含む。）の費用については、５

０，０００円を限度とする。

⑩ 診断書等の費用

診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

(２) 文書料

交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費

とする。
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(３) その他の費用

(１)治療関係費及び(２)文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被

害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。

２ 休業損害

(１) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に

１日につき原則として５，７００円とする。ただし、家事従事者については、休業

による収入の減少があったものとみなす。

(２) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実

治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。

(３) 立証資料等により１日につき５，７００円を超えることが明らかな場合は、自動

車損害賠償保障法施行令第３条の２に定める金額を限度として、その実額とする。

３ 慰謝料

(１) 慰謝料は、１日につき４，２００円とする。

(２) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案し

て、治療期間の範囲内とする。

(３) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

第３ 後遺障害による損害

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第

２条並びに別表第１及び別表第２に定める等級に該当する場合に認める。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じ

て行う。

１ 逸失利益

逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力

喪失率（別表Ⅰ）と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数

（別表Ⅱ－１）を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額

（別表Ⅲ）の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

(１) 有職者

事故前１年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額（別

表Ⅳ）の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、

それぞれに掲げる額を収入額とする。

① ３５歳未満であって事故前１年間の収入額を立証することが可能な者

事故前１年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の

年相当額のいずれか高い額。
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② 事故前１年間の収入額を立証することが困難な者

ア ３５歳未満の者

全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高

い額。

イ ３５歳以上の者

年齢別平均給与額の年相当額。

③ 退職後１年を経過していない失業者（定年退職者等を除く。）

以上の基準を準用する。この場合において、「事故前１年間の収入額」とある

のは、「退職前１年間の収入額」と読み替えるものとする。

(２) 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、５８歳以上の者で年齢別平均給与

額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

(３) その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上

限とする。

２ 慰謝料等

(１) 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。

① 自動車損害賠償保障法施行令別表第１の場合

第１級 第２級

１，６００万円 １，１６３万円

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第２の場合

第１級 第２級 第３級 第４級 第５級

１，１００万円 ９５８万円 ８２９万円 ７１２万円 ５９９万円

第６級 第７級 第８級 第９級 第１０級

４９８万円 ４０９万円 ３２４万円 ２４５万円 １８７万円

第１１級 第１２級 第１３級 第１４級

１３５万円 ９３万円 ５７万円 ３２万円

(２)① 自動車損害賠償保障法施行令別表第１の該当者であって被扶養者がいるとき

は、第１級については１，８００万円とし、第２級については１，３３３万円と

する。

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第２第１級、第２級又は第３級の該当者であ

って被扶養者がいるときは、第１級については１，３００万円とし、第２級につ
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いては１，１２８万円とし、第３級については９７３万円とする。

(３) 自動車損害賠償保障法施行令別表第１に該当する場合は、初期費用等として、第

１級には５００万円を、第２級には２０５万円を加算する。

第４ 死亡による損害

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。

後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡によ

る損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認め

る。

１ 葬儀費

(１) 葬儀費は、６０万円とする。

(２) 立証資料等により６０万円を超えることが明らかな場合は、１００万円の範囲内

で必要かつ妥当な実費とする。

２ 逸失利益

(１) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を

控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数（別表Ⅱ－

１）を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額（別表Ⅲ）の年相

当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

① 有職者

事故前１年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額（別表Ⅳ）

の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について

は、それぞれに掲げる額を収入額とする。

ア ３５歳未満であって事故前１年間の収入額を立証することが可能な者

事故前１年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額

の年相当額のいずれか高い額。

イ 事故前１年間の収入額を立証することが困難な者

(ア) ３５歳未満の者

全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか

高い額。

(イ) ３５歳以上の者

年齢別平均給与額の年相当額。

ウ 退職後１年を経過していない失業者（定年退職者等を除く。）

以上の基準を準用する。この場合において、「事故前１年間の収入額」とあ

るのは、「退職前１年間の収入額」と読み替えるものとする。
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② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、５８歳以上の者で年齢別平均給

与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

③ その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を

上限とする。

(２) (１)にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入

額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年

数のライプニッツ係数（別表Ⅱ－１）を乗じて得られた額と、年金等から本人の生

活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数（別表

Ⅱ－２）から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた

係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全

年齢平均給与額（別表Ⅲ）の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、こ

の限りでない。

年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人によ

る拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金

は含まない。

① 有職者

事故前１年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する

年齢別平均給与額（別表Ⅳ）の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、３５

歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも

比較して、いずれか高い額とする。

② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、

５８歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別

平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。

③ その他働く意思と能力を有する者

年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、

年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相

当額と年金等の額のいずれか高い額とする。

(３) 生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から

３５％を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から５０％を生活費と

して控除する。

３ 死亡本人の慰謝料
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死亡本人の慰謝料は、３５０万円とする。

４ 遺族の慰謝料

慰謝料の請求権者は、被害者の父母（養父母を含む。）、配偶者及び子（養子、認

知した子及び胎児を含む。）とし、その額は、請求権者１人の場合には５５０万円と

し、２人の場合には６５０万円とし、３人以上の場合には７５０万円とする。

なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に２００万円を加算する。

第５ 死亡に至るまでの傷害による損害

死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費（死体検案書料及び死亡

後の処置料等の実費を含む。）、文書料その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、

「第２ 傷害による損害」の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場

合は、積極損害のみとする。

第６ 減額

１ 重大な過失による減額

被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険

金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額

から減額を行う。ただし、傷害による損害額（後遺障害及び死亡に至る場合を除

く。）が２０万円未満の場合はその額とし、減額により２０万円以下となる場合は２

０万円とする。

減額適用上の 減 額 割 合

被害者の過失割合 後遺障害又は死亡に係るもの 傷害に係るもの

７割未満 減額なし 減額なし

７割以上８割未満 ２割減額

８割以上９割未満 ３割減額 ２割減額

９割以上１０割未満 ５割減額

２ 受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場

合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場

合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額

に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から

５割の減額を行う。
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附 則

この告示は、平成十四年四月一日から施行し、同日以後に発生する自動車の運行によ

る事故に係る自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金

等の支払から適用する。

（平成二十二年金融庁・国土交通省告示第一号）附 則

この告示は、平成二十二年四月一日から施行し、同日以後に発生する自動車の運行に

よる事故に係る自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済

金等の支払から適用する。



別表Ⅰ 

労 働 能 力 喪 失 率 表 

 

自動車損害賠償保障法施行令別表第１の場合 

障害等級 労働能力喪失率 
第 1級 

第 2級 

 
 
100／100 

100／100 

 

自動車損害賠償保障法施行令別表第２の場合 

障害等級 労働能力喪失率 

第 1級 

第 2級 

第 3級 

第 4級 

第 5級 

第 6級 

第 7級 

第 8級 

第 9級 

第 10級 

第 11級 

第 12級 

第 13級 

第 14級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100／100 

100／100 

100／100 

 92／100 

 79／100 

 67／100 

 56／100 

 45／100 

 35／100 

 27／100 

 20／100 

 14／100 

  9／100 

  5／100 

 

 



別表Ⅱ-１

(1)18歳未満の者に適用する表 (2)18歳以上の者に適用する表

年令
就労
可能
年数

係 数 年令
就労
可能
年数

係 数 年令
就労
可能
年数

係 数 年令
就労
可能
年数

係 数

歳 年 歳 年 歳 歳 年
18 49 18.169 39 28 14.898 60 12 8.863 81 4 3.546
19 48 18.077 40 27 14.643 61 11 8.306 82 4 3.546

歳 年 年 20 47 17.981 41 26 14.375 62 11 8.306 83 4 3.546
0 49 7.549 67 19.239 21 46 17.880 42 25 14.094 63 10 7.722 84 4 3.546
1 49 7.927 66 19.201 22 45 17.774 43 24 13.799 64 10 7.722 85 3 2.723
2 49 8.323 65 19.161 23 44 17.663 44 23 13.489 65 10 7.722 86 3 2.723
3 49 8.739 64 19.119 24 43 17.546 45 22 13.163 66 9 7.108 87 3 2.723
4 49 9.176 63 19.075 25 42 17.423 46 21 12.821 67 9 7.108 88 3 2.723
5 49 9.635 62 19.029 26 41 17.294 47 20 12.462 68 8 6.463 89 3 2.723
6 49 10.117 61 18.980 27 40 17.159 48 19 12.085 69 8 6.463 90 3 2.723
7 49 10.623 60 18.929 28 39 17.017 49 18 11.690 70 8 6.463 91 2 1.859
8 49 11.154 59 18.876 29 38 16.868 50 17 11.274 71 7 5.786 92 2 1.859
9 49 11.712 58 18.820 30 37 16.711 51 16 10.838 72 7 5.786 93 2 1.859
10 49 12.297 57 18.761 31 36 16.547 52 15 10.380 73 7 5.786 94 2 1.859
11 49 12.912 56 18.699 32 35 16.374 53 14 9.899 74 6 5.076 95 2 1.859
12 49 13.558 55 18.633 33 34 16.193 54 14 9.899 75 6 5.076 96 2 1.859
13 49 14.236 54 18.565 34 33 16.003 55 14 9.899 76 6 5.076 97 2 1.859
14 49 14.947 53 18.493 35 32 15.803 56 13 9.394 77 5 4.329 98 2 1.859
15 49 15.695 52 18.418 36 31 15.593 57 13 9.394 78 5 4.329 99 2 1.859
16 49 16.480 51 18.339 37 30 15.372 58 12 8.863 79 5 4.329 100 2 1.859
17 49 17.304 50 18.256 38 29 15.141 59 12 8.863 80 5 4.329 101～ 1 0.952

(注)1.18歳未満の有職者及び18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
(1) 54歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。
(2) 54歳以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。

　　2．幼児･児童･生徒･18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者･家事従事者･18歳以上の学生以外)の場合の
就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記（例）に準じて算出する。
(例) 3歳の場合

(1) 就労の終期（67歳）までの年数64年（67年－3年）に対応する係数　　19.119
(2) 就労の始期（18歳）までの年数15年（18年－3年）に対応する係数　　10.380
(3) 就労可能年数　　49年（64年－15年）
(4) 適用する係数　　8.739 （19.119－10.380）

年令

就労可能年数とライプニッツ係数表

就労
可能
年数

係 数
就労
可能
年数

係 数

幼児･児童･生徒･学生･
右欄以外の働く意思と
能力を有する者

有職者



別表Ⅱ-２

平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
余命 係数 余命 係数 余命 係数 余命 係数 余命 係数 余命 係数 余命 係数 余命 係数
年数 年数 年数 年数 年数 年数 年数 年数

歳 年 年 歳 年 年 歳 年 年 歳 年 年
0 78 19.555 85 19.684 27 52 18.418 59 18.876 54 27 14.643 33 16.003 81 7 5.786 10 7.722
1 77 19.533 84 19.668 28 51 18.339 58 18.820 55 26 14.375 32 15.803 82 7 5.786 9 7.108
2 76 19.509 83 19.651 29 50 18.256 57 18.761 56 25 14.094 31 15.593 83 6 5.076 9 7.108
3 75 19.485 82 19.634 30 49 18.169 56 18.699 57 24 13.799 30 15.372 84 6 5.076 8 6.463
4 74 19.459 81 19.616 31 48 18.077 55 18.633 58 23 13.489 29 15.141 85 5 4.329 7 5.786
5 73 19.432 80 19.596 32 47 17.981 54 18.565 59 22 13.163 28 14.898 86 5 4.329 7 5.786
6 72 19.404 79 19.576 33 46 17.880 53 18.493 60 22 13.163 27 14.643 87 5 4.329 6 5.076
7 71 19.374 78 19.555 34 45 17.774 52 18.418 61 21 12.821 26 14.375 88 4 3.546 6 5.076
8 70 19.343 77 19.533 35 44 17.663 51 18.339 62 20 12.462 25 14.094 89 4 3.546 5 4.329
9 69 19.310 76 19.509 36 43 17.546 50 18.256 63 19 12.085 24 13.799 90 4 3.546 5 4.329
10 68 19.275 75 19.485 37 42 17.423 49 18.169 64 18 11.690 24 13.799 91 3 2.723 5 4.329
11 67 19.239 74 19.459 38 41 17.294 48 18.077 65 18 11.690 23 13.489 92 3 2.723 4 3.546
12 66 19.201 73 19.432 39 40 17.159 47 17.981 66 17 11.274 22 13.163 93 3 2.723 4 3.546
13 65 19.161 72 19.404 40 39 17.017 46 17.880 67 16 10.838 21 12.821 94 3 2.723 4 3.546
14 64 19.119 71 19.374 41 38 16.868 45 17.774 68 15 10.380 20 12.462 95 2 1.859 3 2.723
15 63 19.075 70 19.343 42 37 16.711 44 17.663 69 15 10.380 19 12.085 96 2 1.859 3 2.723
16 62 19.029 69 19.310 43 37 16.711 43 17.546 70 14 9.899 18 11.690 97 2 1.859 3 2.723
17 62 19.029 68 19.275 44 36 16.547 42 17.423 71 13 9.394 18 11.690 98 2 1.859 2 1.859
18 61 18.980 67 19.239 45 35 16.374 41 17.294 72 13 9.394 17 11.274 99 2 1.859 2 1.859
19 60 18.929 66 19.201 46 34 16.193 40 17.159 73 12 8.863 16 10.838 100 2 1.859 2 1.859
20 59 18.876 65 19.161 47 33 16.003 39 17.017 74 11 8.306 15 10.380 101 1 0.952 2 1.859
21 58 18.820 64 19.119 48 32 15.803 38 16.868 75 11 8.306 14 9.899 102 1 0.952 2 1.859
22 57 18.761 63 19.075 49 31 15.593 37 16.711 76 10 7.722 14 9.899 103 1 0.952 2 1.859
23 56 18.699 62 19.029 50 30 15.372 36 16.547 77 9 7.108 13 9.394 104 1 0.952 1 0.952
24 55 18.633 62 19.029 51 29 15.141 35 16.374 78 9 7.108 12 8.863
25 54 18.565 61 18.980 52 28 14.898 34 16.193 79 8 6.463 11 8.306
26 53 18.493 60 18.929 53 27 14.643 34 16.193 80 8 6.463 11 8.306

（注）平均余命年数は「第20回生命表」による平均余命とした。

平均余命年数とライプニッツ係数表

年令

男 女男 女

年令

男 女

年令

男 女

年令



別表Ⅲ

男子 415,400 女子 275,100

別表Ⅳ

年令 男　子 女　子 年令 男　子 女　子
歳 円 円 歳 円 円
18 187,400 169,600 44 482,000 298,800
19 199,800 175,800 45 485,600 296,500
20 219,800 193,800 46 489,300 294,300
21 239,800 211,900 47 492,900 292,000
22 259,800 230,000 48 495,500 291,800
23 272,800 238,700 49 498,100 291,700
24 285,900 247,400 50 500,700 291,600
25 298,900 256,000 51 503,300 291,400
26 312,000 264,700 52 505,800 291,300
27 325,000 273,400 53 500,700 288,500
28 337,300 278,800 54 495,500 285,600
29 349,600 284,100 55 490,300 282,800
30 361,800 289,400 56 485,200 280,000
31 374,100 294,700 57 480,000 277,200
32 386,400 300,100 58 455,400 269,000
33 398,000 301,900 59 430,900 260,900
34 409,600 303,700 60 406,300 252,700
35 421,300 305,500 61 381,700 244,500
36 432,900 307,300 62 357,200 236,400
37 444,500 309,100 63 350,100 236,400
38 450,500 307,900 64 343,000 236,400
39 456,600 306,800 65 336,000 236,500
40 462,600 305,600 66 328,900 236,500
41 468,600 304,500 67 321,800 236,500
42 474,700 303,300 68～ 314,800 236,600
43 478,300 301,000

年齢別平均給与額（平均月額）

（注）本表は、平成12年賃金センサス第1巻第１表産業計（民
　　・公営計）によりもとめた企業規模10～999人・学歴計の年
　　齢階層別平均給与額（含臨時給与）をその後の賃金動向
　　を反映して0.999倍したものである。

全年齢平均給与額（平均月額）



後遺障害等級表 

※平成 22 年 6月 10 日以降発生の事故に適用 

＜自動車損害賠償保障法施行令別表第一＞ 

等級 介護を要する後遺障害 保険金額 

第 1級 
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 
4,000 万円 

第 2級 
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 
3,000 万円 

 
備考  各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 

 

（注）既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあ

った後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。 

 
 

＜自動車損害賠償保障法施行令別表第二＞ 

等級 後遺障害 保険金額 

第 1級 

1 両眼が失明したもの 

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの  

3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの  

4 両上肢の用を全廃したもの  

5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 

6 両下肢の用を全廃したもの  

3,000 万円 

第 2級 

1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 

2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの  

3 両上肢を手関節以上で失ったもの  

4 両下肢を足関節以上で失ったもの  

2,590 万円 

第 3級 

1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの 

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 

5 両手の手指の全部を失ったもの  

2,219 万円 

第 4級 

1 両眼の視力が 0.06 以下になったもの 

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 

3 両耳の聴力を全く失ったもの  

4 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの  

5 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの  

6 両手の手指の全部の用を廃したもの  

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

1,889 万円 

第 5級 

1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの  

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服すること

ができないもの  

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができ

ないもの  

4 1 上肢を手関節以上で失ったもの  

5 1 下肢を足関節以上で失ったもの  

6 1 上肢の用を全廃したもの  

7 1 下肢の用を全廃したもの  

8 両足の足指の全部を失ったもの  

1,574 万円 



等級 後遺障害 保険金額 

第 6級 

1 両眼の視力が 0.1 以下になったもの  

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの  

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの  

4 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解

することができない程度になったもの  

5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの  

6 1 上肢の 3大関節中の 2関節の用を廃したもの  

7 1 下肢の 3大関節中の 2関節の用を廃したもの  

8 1 手の 5の手指又はおや指を含み 4の手指を失ったもの  

1,296 万円 

第 7級 

1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの  

2 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程

度になったもの  

3 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解するこ

とができない程度になったもの  

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない

もの  

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの  

6 1 手のおや指を含み 3の手指を失ったもの又はおや指以外の 4の手指を失ったもの  

7 1 手の 5の手指又はおや指を含み 4の手指の用を廃したもの  

8 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの  

9 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの  

10 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの  

11 両足の足指の全部の用を廃したもの  

12 外貌に著しい醜状を残すもの  

13 両側の睾丸を失ったもの  

1,051 万円 

第 8級 

1 1 眼が失明し、又は 1眼の視力が 0.02 以下になったもの 

2 脊柱に運動障害を残すもの  

3 1 手のおや指を含み 2の手指を失ったもの又はおや指以外の 3の手指を失ったもの  

4 1 手のおや指を含み 3 の手指の用を廃したもの又はおや指以外の 4 の手指の用を廃した

もの  

5 1 下肢を 5センチメートル以上短縮したもの  

6 1 上肢の 3大関節中の 1関節の用を廃したもの  

7 1 下肢の 3大関節中の 1関節の用を廃したもの  

8 1 上肢に偽関節を残すもの  

9 1 下肢に偽関節を残すもの  

10 1 足の足指の全部を失ったもの  

819 万円 



等級 後遺障害 保険金額 

第 9級 

1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの  

2 1 眼の視力が 0.06 以下になったもの  

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの  

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの  

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの  

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの  

7 両耳の聴力が 1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になっ

たもの  

8 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1

メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの  

9 1 耳の聴力を全く失ったもの  

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限さ

れるもの  

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるも

の  

12 1 手のおや指又はおや指以外の 2の手指を失ったもの  

13 1 手のおや指を含み 2 の手指の用を廃したもの又はおや指以外の 3 の手指の用を廃した

もの  

14 1 足の第 1の足指を含み 2以上の足指を失ったもの  

15 1 足の足指の全部の用を廃したもの  

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 

17 生殖器に著しい障害を残すもの  

616 万円 

第 10級 

1 1 眼の視力が 0.1 以下になったもの  

2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの  

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの  

4 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの  

5 両耳の聴力が 1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度にな

ったもの  

6 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの  

7 1 手のおや指又はおや指以外の 2の手指の用を廃したもの  

8 1 下肢を 3センチメートル以上短縮したもの  

9 1 足の第 1の足指又は他の 4の足指を失ったもの  

10 1 上肢の 3大関節中の 1関節の機能に著しい障害を残すもの  

11 1 下肢の 3大関節中の 1関節の機能に著しい障害を残すもの  

461 万円 

第 11級 

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの  

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの  

3 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの  

4 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの  

5 両耳の聴力が 1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの  

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度

になったもの  

7 脊柱に変形を残すもの  

8 1 手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの  

9 1 足の第 1の足指を含み 2以上の足指の用を廃したもの  

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの  

331 万円 



等級 後遺障害 保険金額 

第 12級 

1 1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

2 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

3 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

4 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの 

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 

6 1 上肢の 3大関節中の 1関節の機能に障害を残すもの 

7 1 下肢の 3大関節中の 1関節の機能に障害を残すもの 

8 長管骨に変形を残すもの 

9 1 手のこ指を失ったもの 

10 1 手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 

11 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったもの又は第 3 の足

指以下の 3の足指を失ったもの 

12 1 足の第 1の足指又は他の 4の足指の用を廃したもの 

13 局部に頑固な神経症状を残すもの 

14 外貌に醜状を残すもの 

224 万円 

第 13級 

1 1 眼の視力が 0.6 以下になったもの 

2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 

3 1 眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 

5 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

6 1 手のこ指の用を廃したもの 

7 1 手のおや指の指骨の一部を失ったもの 

8 1 下肢を 1センチメートル以上短縮したもの 

9 1 足の第 3の足指以下の 1又は 2の足指を失ったもの 

10 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したもの又は

第 3の足指以下の 3の足指の用を廃したもの  

11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 

139 万円 

第 14級 

1 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの  

2 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの  

3 1 耳の聴力が 1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの  

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの  

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの  

6 1 手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの  

7 1 手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの  

8 1 足の第 3の足指以下の 1又は 2の足指の用を廃したもの  

9 局部に神経症状を残すもの   

75 万円 

 

備考 ① 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。  

② 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。 

③ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節（おや指にあっては、

指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。  

④ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。  

⑤ 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節

関節若しくは近位指節間関節（第一の足指にあっては、指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。  

⑥ 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。  

 

（注）1. 後遺障害が 2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の

通り繰上げる。 

・ 第 13 級以上に該当する後遺障害が 2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 1級繰上げる。ただし、それぞれの

後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採

用する。  

・ 第 8級以上に該当する後遺障害が 2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 2級繰上げる。  

・ 第 5級以上に該当する後遺障害が 2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 3級繰上げる。  

2. 既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既

にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。 

 


